
 

 
 

 

 
 

令和 2年 8 月12日

九州総合通信局 

   

無線局免許の有効期間の延長の措置について 
 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 

（平成８年法律８５号）による無線局免許の有効期間等の延長措置 

 

 

                                                             

令和２年７月１４日、「令和２年７月豪雨」が「特定非常災害」に指定されたことにより、無線局 

免許の有効期間等の延長について、以下のとおり措置されましたのでお知らせします。（総務省 

告示第２２１号（令2.7.28）関連）  

 

 

１ 対象地域（九州管内5県46市町村） 

災害救助法の適用を受けた地域 

【福岡県】 

大牟田市、久留米市、八女市、みやま市 

【佐賀県】 

鹿島市 

【熊本県】 

八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、天草市、玉名郡 

玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国 

町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球 

磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさ 

ぎり町 

【大分県】 

日田市、由布市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町 

【鹿児島県】 

鹿屋市、阿久根市、出水市、垂水市、薩摩川内市、曽於市、いちき串木野市、志布志市、 

伊佐市、出水郡長島町、曽於郡大崎町 

 

２ 措置の概要 

  対象地域を免許人等の住所又は無線設備の設置場所（移動する無線局にあっては、常置 

場所、主たる停泊港又は定置場）とする無線局に対して、以下の措置を行います。 

(1) 電波法第４条の規定による無線局について、その免許の有効期間が令和２年７月３日か 

ら同年１２月２７日までの間に満了するものの有効期間を、令和２年１２月２８日まで延長し 

ます。 

(2) 電波法第２７条の１８の規定による無線局について、その登録の有効期間が令和２年７月 

３日から同年１２月２７日までの間に満了するものの有効期間を、令和２年１２月２８日まで延 

長します。 

(3) 無線局免許手続規則第１８条に基づく次の無線局の再免許の申請期限を、令和２年１２月 

お知らせ 

 



 

２８日まで延長します。 

ア アマチュア局（ 人工衛星等のアマチュア局を除く。）、特定実験試験局及び免許の有効期 

間が１年以内である無線局であって、令和２年８月３日から令和３年１月２８日までの間に免 

許の有効期間が満了するもの 

イ ア以外の無線局であって、令和２年１０月３日から令和３年３月２８日までの間に免許の有 

効期間が満了するもの 

ウ ア及びイの規定にかかわらず、申請が平成３０年総務省告示第３５５号（再免許の申請を 

免許の有効期間満了前１箇月以上６箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定め 

る件）に掲げる無線局に関するものであって、当該再免許の申請を電子申請等により行う場 

合にあっては、令和２年８月３日から令和３年１月２８日までの間に免許の有効期間が満了 

するもの 

(4) 無線局免許手続規則第２５条の１４に基づく無線局について、その登録の期間が令和２年８ 

月３日から令和３年１月２８日までの間に登録の有効期間が満了する無線局の再登録の申請 

期限を、令和２年１２月２８日まで延長します。 

 

 

 

 

連絡先 

九州総合通信局 

総務部総務課 

電話：096-326-7803 


